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ニューヨーク州において，裁判所に対する事件の申立てや書

面の提供を電子的に行うウェブシステムを指す。

2 eTRACK 自身の興味のある事件について登録しておくと ， 公判日や情

報更新の度に連絡が来るサービス。ニューヨーク州独自で取

り入れている。

3 eFileFAST1 US書類検索サービス(USDocumentRetr i

eval Service (USDRS))※と ソフトウ

エア開発会社「Exigent Technologie

s」により共同開発されたサービス。

※米国裁判所における訴訟データの検索や新しく提訴される

事件の確認及び特定事件のモニタリングなど，実際に裁判所

に提出され資料の複写サービス等も行っている。

なお eFileFASTは 》 US書類検索サービス会社の

中にある1つの組織であるため, eFileFASTを運用

する権利は, US書類検索サービス会社にある。
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第1 本資料の目的及び調査の概要

1 本資料の目的

本資料は，民事訴訟手続のIT化の検討に際して，幅広いIT化の可能性を検討するため，

民事訴訟手続のIT化において活用可能と考えられる海外における裁判所への訴訟手続に関

する電子化事例を収集・整理するものである。

調査の概要

(1)調査対象海外事例の概要

本事例では， アメリカ・ニューヨーク州裁判所への裁判手続を調査対象としているb

アメリカは，連邦制国家であり， 50の州とコロンビア特別区等52の法域が存在する。

各法域によって司法制度は異なっているため， 司法のIT化の状況も， 州や郡によって進

度は異なっている。

具体的には，連邦裁判所は三審制（連邦最高裁判所，控訴裁判所，地方裁判所／破産裁

判所）を採用し， 州裁判所は州ごとに異なり， 二審制又は三審制（州最高裁判所，州控訴

審裁判所，家庭裁判所／州地方裁判所等）を採用している。判決の確定までに上訴を許さ

れる裁判所が2階層あり，最大で計3回まで審理を受けることが可能である点は日本と同

2

じである。

図表Nol ニューヨーク州裁判所構成図
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アメリカの民事訴訟手続において，最も大きな特徴は「デイスカバリー（証拠収集）制

度2」である。不意打ち防止と真実の発見を目的に導入されている制度であり，公判の前

に，双方の書面を開示し合うことで， より真実に近い妥当な結論が出ると考えられている。

この結果，民事訴訟の大半の時間はこのディスカバリーに費やされるが，多くの場合は公

判（トライアル）まで進まず，ディスカバリー後に和解するケースや，重要な事実に関し

て争いがない場合は，裁判官に判決を求め,‘略式判決になるケースが極めて多い。

ただし，いまやアメリカの民事訴訟において，極めて重要視されている証拠収集作業で

あるが，かつては訴訟の当事者から集めた紙の文書を段ボール箱に入れて，弁護士事務所

に運び込み，証拠書類を確認するという手間のかかる方法をとっていた。 3

上記のように，裁判を進めるにあたっての手続の中には，有意義ではあるが手間がかか

ったり， コストが増加したりと，作業の煩雑化に対する難点が存在していた。

アメリカにおける裁判手続の電子化は， 1980年（昭和55年）代に各倒産裁判所に

おける事件一覧表の電子化を皮切りに着々と進められた。1990年（平成2年）代前半

からe－提出(e-Filing)への取組みに着手し，その後, 1996年（平成8年）

から， ウエブシステム「CM/ECF」の本格的な構築が開始され, 1997年（平成9

年）から，裁判所への試験的な導入が開始された4． この動きにより， システムが導入さ

れて以降，多数の関係者が絡む訴訟処理，弁護士と海外にいる顧客間での裁判準備におい

て，情報共有が容易となった。

なお，ディスカバリー制度についても, IT化の波及やインターネットの普及により，

2006年（平成18年） 12月に連邦民事訴訟規則が改正され，電子手続が本格的に普

及する士台が整備されている。

本事例のニューヨーク州においては， 2012年（平成24年）に行政命令に基づき，

ウエブシステム「NYSCEF」にて訴状の提出が開始され，翌年(2013年（平成2

5年））2月より，第一審のSupremeCour tにおける全ての事件で，電子化

が必須となった5．年々，適用する数は拡大している。また，事件追跡システム「eTR

ACK6」も導入されており，国民向けサービスの電子化が徐々に広まっている。

また，ニューヨーク州においては， 日本の民事事件新受件数と比較し，ほぼ同等の件数

の訴えが提起されている7． 2016年（平成28年）においては，刑事事件と民事事件

あわせて， 343万5146件の事件が発生したものの， 160万件以上（約50％）が

電子提出されている。

訴訟が開始した直後に，裁判所の関与なく，訴訟の関連証拠について双方で開示しあう制度。

https://bro.jp.oro.com/bro_column/
第三回裁判手続等のIT化検討会 「シンガポール・アメリカにおける裁判手続きのIT化」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai2/siryou5.pdf
http:"www.nycourts.gov/courts/1jd/supctmanh/EF-Mandatory-Notice-5713.pdf
自身の興味のある事件について登録しておくと，公判日や情報更新の度に連絡が来るサービス。

https://iapps.courts.state.nytus/webcivil/etrackFAQ
http:"ww2.nycourts.gov/sites/default/files/document/files/2018･09/17_UCS-Annual_Report.pdf

２
３
４

５
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図表No2 ニューヨーク州-民事事件新受件数

出所: ｢17_UCS-Annual_Report.pdf｣ (ニューヨーク州裁判所より）
｢司法統計民事・行政平成29年度年報」 （日本裁判所HPより）

上記のように， アメリカにおいて，裁判に関わる電子手続については，電子情報の拡大

とともに，判例が積み重ねられ，様々な技術を導入しながら大きな発展を遂げている。

煩雑化していた手作業を電子化することにより，裁判所職員の仕事を円滑なものにする

ことを目的として導入されたが，現在では弁護士や顧客等も利益を享受しており，一定の

成果を得られた実績がある事例と捉え，電子手続の効果を把握するに適していると考えて

いる。そのため，今回の報告書においては， ウェブシステム「NYSCEF」及び事件追

跡システム「eTRACK」を中心に取り上げる。

(2)手続利用者の概要

ウェブシステム「NYSCEF」にユーザ登録していれば，誰でも利用でき，手続利

用者は弁護士8もしくは訴訟当事者である。 (IDは基本的には変更不可）なお，本人訴訟

の場合には，本人に対して事件毎にユーザIDとパスワードが発行される。

(3)手続利用に必要な条件．環境9

ウェブシステム「NYSCEF｣を使用するには，以下の環境を用意する必要があ

る。

アパソコン等の機器

ウェブシステム「NYSCEF」に対応したパソコン，スキャナ，プリンタが必要

10。なお, PDF形式である必要があるため，事前にAdobe Acrobat R

eaderソフトウェアのインストールが必要である。

8弁護士登録の弁護士オンラインサービス(AOS)アカウントを保持している弁護士であれば， 自分のAttorney
登録番号を使ってNYSCEFにログインすることができる。AOSアカウントを持たない弁護士は新たにユーザ登

録が必要である。

https://iappscontent.courts.state.nybus/NYSCEF/live/training/userManual.pdf
9NYSCEFHP(https://iappscontent.courts.state.nybus/NYSCEF/live/faq.htm)
'0上記のほか， それぞれ以下の条件に沿っていることが推奨されている。

AdobeAcrobatReaderソフトウェア（もしくは同等）の導入。解像度は1024×768.

128bit暗号化とSecureSocketsLayer (SSL)バージョン2.0プロトコルであること。

3

民事事件一新受件数（件）

年度 ニューヨーク州 日本

2015 1,319,034 1,432,332

2016 1,316,128 1,470,647

2017 1,332,404 1，529，383



イ インターネット環境

ブロードバンド接続ができ， ウェブブラウザ(Moz i l l a Fi refox (バ

ージヨン4以上) , Appl e Safar i (バージヨン4以上) ,Micros

of t lnternet Expl orer (バージョン7以上) )を使用できる環

境が必要となる。

ウェブシステム「NYSCEF」はインターネット回線の種類に関係なく利用できる

が， インターネット常時接続かつウェブブラウザのポップアップブロッカーをオフにし

た状態での利用を前提としている。 ●

ウ提出文書'’

提出書類は，①周辺余白が1インチ，②リーガルサイズ用紙（8． 5×14イン

チ)，③ダブルスペース形式，④英文表記，⑤黒インク，⑥片面印刷である必要があ

る。また， 1資料につき,100MBまでとし，パスワード等の暗号化を外した状態で

登録する。

なお， ウェブシステム「NYSCEF」 ログインユーザが提出した文書は， ログイン

ユーザが署名したものとみなされる。提出した文書の署名を他者とする場合は，ハード

コヒ。－に署名を行い, PDF化したうえで提出する。

また，本人訴訟の場合，提出書類については，全て公証人の前で署名されたものに限

定される'2．署名がないと裁判所にて受理されないため，ハードコピーに必ず署名を行

ったうえで， スキャンし, PDF形式に変換して電子提出を行う。なお，署名者が自分

の署名のデジタル画像を文書に添付し，署名とすることも可能である。 ’3

エクレジットカード

裁判費用の支払は，電子納付が必要となることから， クレジットカード(Visa,

Mas ter, Amer i can Express)を保持している必要がある。

ただし，金銭的に費用が払えない場合, FeeWaiver制度14を使用すること

で，無料で裁判を行うことが可能となる。

https://iappscontent.courts.state.nybus/NYSCEF/live/unrepresented/eFilingBasics.html
https://iappscontent.courts.state.ny.us/NYSCEF/live/requirements・htm
https://iappscontent.courts.state.nybus/NYSCEF/live/unrepresented/LoginBasics.html
https://iappscontent.courts.state・ny.us/NYSCEF/live/faq.htm
公的支給対象者，低所得者である場合に申請を行うことで免除される。 自身の経済状況を裁判所に提出する必
要があるが， 申請にフォーマットはなく，裁判官によって，求める情報にばらつきがあるため， 当申請につい
ても裁判所サポートセンターで相談窓口がある。ただし，審査制であるため，免除されなかった場合，裁判所
の決定から120日以内に支払を行わないと，訴訟自体が棄却される。なお，電子申請を選択する場合は，訴状

提出前に，手数料免除者となり，訴状提出時に併せて該当書面をアップロードしなければならない。

http://nycourts・gov/courthelp//GoingTbCourt/feeWaiver.shtml
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民事訴訟手続のIT化に向けた本事例からの示唆

1 e提出に関する示唆

(1) 書面情報の電子化

ニューヨーク州では， ウェブシステム「NYSCEF」を通した書類の電子提出を

任意とするケースと必須とするケースが存在し，書面での提出も認められている。書

面で提出された場合は，裁判所職員によりシステムへ取り込む仕組みとしている。ま

た，電子提出を行うものの，ハードコヒ。－を提出する必要のあるケースも存在する。

当該事例から， 日本における手続の電子化にあたっては，一度に電子化に切替える

のではなく，任意ケースと必須ケースを設け，国民への浸透度やシステムの使いやす

さを確認しながら，電子化を必須とするケースを増やしていき，書面情報の電子化を

進めていく方法もあるといえよう。

実際にニューヨーク州では，電子化を始めた後で，規則を柔軟に変えていき，電子

提出を必須とするケースを増やしたり，提出書類のテンプレートファイルを増やした

りと段階的な対応を進めている。利用者を増やすためにも，状況を確認しながら，段

階的に進めることも重要な点といえよう。

第2

手数料の納付

ウェブシステム「NYSCEF」の利用自体に手数料はかからない。一方で裁判費

用は発生し，手続によっては裁判所での支払も可能であるが， メインとしてはクレジ

ットカードもしくは銀行カードを準備しておくことが必要となる。

日本においても手数料の電子納付を採用する場合， 日本は，国民の約6割がクレジ

ットカードの利用に消極的であるとされ， クレジットカード決済比率も低く （東京圏

で20％弱， 3大都市圏以外では13％弱） 15，利用手数料も必要となることから，

クレジットカードだけでなく，現在，保管金の電子納付に利用されており，手数料も

かからないペイジー（インターネットバンキング又はATM利用）による方法を基本

として，納付手段を検討すべきと考える。

(2)

(3) 本人訴訟のサポート

ニューヨーク州では，電子提出に伴う裁判書類のテンプレートが数多く用意されて

おり， システムにログインせずとも取得することができる。また，本人訴訟と代理人

による訴訟とで，サイトが分かれており，本人訴訟側のページでは，実際の裁判の流

れやまず準備すべきものを簡易に確認できる構成となっている。また，ヘルプセンタ

ーが地域毎や裁判種類によって用意されている。

日本においても， 当事例のようにユーザの分類に合わせて， より効率よくユーザへ

情報を与えられる仕組みづくりの検討が必要といえよう。

15経済産業省キャッシュレスの推進とポイントサービスの動向PDF

http:"www.soumu.go.jp/main_content/000451965.pdf
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2 e事件管理に関する示唆

（1）事件情報の管理と公開

ウェブシステム「NYSCEF」では，誰でもオンラインで事件を検索し，裁判所の

命令で個人情報等を理由に閲覧が制限されている書類を除き，事件で提出された裁判資

料を見ることができる。事件自体の概略やe提出を行った資料のステータスを， 当事者

本人でなくとも確認することができる一方， ファイルを編集することができるのは当事

者のみときちんと制限されている。

なお，公開することが前提になることから，個人情報が含まれる場合は，書類提出時

より，マスキングした状態の資料の提出が求められる。裁判所から当事者へ原本提出依

頼が来た場合のみ，未編集のファイルを提出できる。

当事者からの提出時からマスキングをかけ，裁判所内での確認や手間を省いた形で事

件管理ができるような仕組みは裁半ﾘ所ユーザにとっては，利便性が高いといえよう。

日本においても，マスキング作業は手間のかかるものと認識しており， 当該事例のよ

うに， 当事者にてマスキングを実施し，提出してもらうことも一案と考えられる。

e法廷に関する示唆

アメリカにおいては，オープン法廷（メディアから注目されるような大きな法廷）の

ために，法廷に機器を揃えている裁判所は多く存在するものの， ニューヨーク州におい

ては，実際の審理を電話会議やウェブ会議で行うことには，裁判官の承諾が必要とされ

ている。

日本においては，現在，裁判所が当事者の意見を聴いて電話会議で争点整理を行うか

否かの判断さをしているところであるが（弁論準備手続の場合） ，今後， ウェブ会議で

各種の手続が行われるようになった場合にも，事件の内容や当事者の意向等を踏まえて，

裁判所が相当と認める場合にウェブ会議の方法により審理が行われることは変わらない

ものと考える。

3

IT部分における本人サポート

(1)デジタル弱者対策

裁判所規則として，書類で出願された訴状について， 出願内容に問題がある場合を

除き，電子化が進んでからも紙媒体での訴状を受付時に拒絶してはならないと規則に

定めている'6． これは電子化が進むにあたり， 、裁判所事務作業が軽減された際裁判

所書記官が自らの判断で書類を却下してしまうことを懸念して制定された。

ニューヨーク州では書面手続も引き続き残っているが，書面手続の際は，裁判所職

員にてシステムへの取り込みを行っているのが実情である。書面手続を残すことその

ものがデジタル弱者にとっては有益なことであるが，裁判所側の業務を考えると負担

4

16http://ww2.nycourts.gov/sites/default/files/document/files/2018-06/18_E-File_Report.pdf
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が大きい部分がある。 日本においても，電子提出と書面提出を併用することがシステ

ム利用者にとっては望ましいと考えられるが，裁判所職員の事務作業の増加や後続の

書類管理等，総合的に判断し，対応を考える必要があると推察する。

(2)窓口

政府機関内において， ウェブシステム「NYSCEF」についてサポートセンター

を開設しており，利用方法が不明な場合は問合せを行うことが可能である。営業時間

は平日8時～17時としているが，週末，祝日， または営業時間外の緊急の技術的問

題については，テクニカルヘルプデスクを設置し，いつでも対応できるような仕組み

を作っている。

日本においても，可能な限り長時間サポートできる仕組みを作ることを考えている

ことから， このように営業時間内と時間外でサポートセンターを分けることや，簡易

的なFAQであれば，サイト下部にチャットボットのようなAI機能を付け，いつで

もユーザのサポートが出来るような工夫を検討することが使用率の向上に寄与するの

ではないかと考える。

オンライン利用促進の取組

ウェブシステム「NYSCEF」にログインするには，新しくユーザ登録を行う必要

があるが，弁護士オンラインサービス(AOS)アカウントを保持している弁護士であ

れば， 自身の登録番号を使って， ウェブシステム「NYSCEF」にログインすること

ができる。また，裁判所にて2時間ほどのシステムに慣れるためのトレーニングを週1

回開催している。 このトレーニングを受講するとCLEクレジット17が無償で2つ授与

される。

ユーザ登録をする手間が省けたり，無償でクレジットを得られたり，弁護士であるこ

とで利用しやすい仕組みとすることで，多くのユーザを電子化に取り込むことができて

いる例である。ユーザ目線でのシステム設計として操作性も重要であるが， このように

制度として，ユーザの大部分が有益になる取組みを取り入れることを日本の検討に含め

てもよいのではないかと推察する。

5

IT化への除路

ニューヨーク州では， '地域毎にその地域に即した形で電子化を進めてきた背景があ

り，着実に電子化を浸透させている状況である。そのため， ニューヨーク州の電子化事

例において, IT化への隙路についての有益な情報は得られていない。

6

17ContinuingLowEducation :アメリカでは，弁護士登録を続けるために一定の数のCLEクレジットを取る
ことが求められることが多い。弁護士でいる問，いくつかのトレーニングを受け， クレジットを取る必要があ

る。
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7 その他の示唆

（1）ユーザ側利用環境

ウェブブラウザを使用できる環境が整っていれば， ウェブシステム「NYSCEF」

にユーザ登録するのみで，すぐにID'パスワードが発行される。また，書類提出時に

電子証明書は不要であり, NYSCEFログインユーザが提出した文書は， ログインユ

ーザが署名したものとみなされる。また， 自分の署名をデジタル画像として文書に添付

して提出することもできる。

当事例では，ユーザへ電子証明書を求めないことで，利便性が高くなっているといえ

よう。 日本においても，ユーザの書類提出時の作業負荷を減らし，ユーザ登録のみで使

用できる仕組みにすることも，利用率の向上につながることが期待される。

(2)利用時間

ウェブシステム「NYSCEF」は24時間365日利用可能。なお， メンテナンス

によるシステム停止時間がある場合， ウェブサイト上に事前告知される。 ロケーション

や時間を問わず，随時アクセスが可能である。

いつでもオンラインでの書類提出や書類確認が可能となり， 当事者や弁護士，裁判所

職員にとって利便性が高い。また，緊急の技術的な問合せについても，サポートセンタ

ー（電話）が用意されており，いつでもユーザをフォローできる環境が整備されている。

当事例より，ユーザがスムーズに作業ができるよう配慮して，システムやサポート時

間を設定している点は， 日本においてもシステムやサポート体制を考える上で参考にな

ると推察される。

(3)事務的作業の効率化

弁護士，裁判所書記官等にとっては，一度に複数案件を処理することから，書面での

運用の場合，書類回収や記録保管に多くの時間が割かれていた。

ただし，電子化により，膨大な量の紙を節約するだけでなく，書類を提出したり検索

したりするための移動の手間を省くことが実現できた。また，ハードコピーを渡す必要

がなくなることは，訴訟当事者の手間を省くことにも寄与した。また，手間を省くこと

のみならず，記録スペースの確保をする必要もなくなる。

当事例から，各所への書類提出や裁判所内における書類管理についても，一定の効果

が見られると推察する。当該事例のように，書面で提出されたものも全て電子化して保

存することで，一元的なデータ管理が可能になり，情報の検索性，保管コストの削減の

普及促進につながるものと考えられる。

(4)利用者への対応

ウェブシステム「NYSCEF」には，本申請前に電子申請のトレーニングを行える

サイトが用意されており， 卜レーニングアカウントを取得することで，本申請前に動き
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を確認することが可能である。オンラインのみならず，実際に裁判所でもトレーニング

が開催されている， また，政府機関内において， ウェブシステム「NYSCEF」では

サポートセンターを開設しているため，利用方法が不明な場合は問合せを行うことが可

能である。

当事例から，電子申請を行う環境が整っていても，電子への馴染みがないことが

利用の障壁になっているユーザにとっては，効果的に働く取組みであり， 日本でも同様

の効果がみられると推察する。

(5)民間企業の参入

ウェブシステム「NYSCEF」を使用するには， ファイルをアップロードする必要

がある。ただし，書類サイズが大きいと一般的にアップロード時間が長くかかってしま

う。そこで，利便性を高めようと2018年（平成30年） 4月より， ウェブシステム

「NYSCEF」専用のソフトウェア「eFileFAST」が民間企業により開発さ

れた。

当事例では，ユーザならではの視点に立ち，利用障壁になる部分に着目し，民間企

業が利便性向上に寄与している。ユーザ目線でのより良い仕組み作りに伴い，民間企業

が参入・支援できる環境をつくることはj lT化を進めるにあたり，有効な策なのでは

ないかと考える。
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調査結果詳細

訴えの提起

e提出は，民事訴訟手続において，裁判所への訴状，答弁書，準備書面，証拠書類等の書

面提出を電子的に行うことをいう。 ここでは，最初のプロセスである，訴状提出に関連する

事項について， ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としているかを確認する。

第3

1

(1)訴状の提出

ウェブシステム「NYSCEF」を利用するには，事前にユーザ登録を行い18, アカウ

ントを作成し，ユーザ名とパスワードを取得する。取得したユーザ名とパスワードを用い

てログインし，裁判所へ書類を送付することができる。

ニューヨーク州においては，訴訟の電子化を必須とする裁判所と書面提出のままとする

裁判所や事件種類が共存している。 これは，裁判所の種類と事件の種類の組み合わせで決

まる。電子訴訟を行う場合であっても， 当事者はハードコピーを提出する必要があり，電

子申請をすることに同意する旨の所定の形式を使用する必要もある。なお，反対当事者が

電子申請に同意しなかった場合，電子化が義務付けられている事件でない場合は，事件を

進行することが可能である。ただし，反対当事者側は全ての書類をハードコピーで提出す

る必要がある。 このように，一方のみ電子申請となった場合は，裁判所において，書記官

が受領したハードコピーの提出物をスキャンして， ウェブシステム「NYSCEF」に取

り込んでいる，

なお，ニューヨーク州においても，誤登録を防ぎ，管理をしやすくするよう， フリーフ

ォーマットではなく，プルダウン式を多用している。

図表No3 ｢NYSCEF」事件登録画面

e-File:SelectaCaseType
－一一三~ラーーーーニ哀三二二垂"五一一一～,－－，．－－－~一一一一一-一一一・‘一心一今一一一一一．一一-一・一一一一一一・一一=-一一一一一一・今一一一→一＝----･一へ一一一一一一．一一一‘一~－－ー－－．←一ﾕ‘~' 一一一~一一~~一.一一~.一~一

7一一

CaSeSummary

CoWt： NewY⑨rkC⑥UntyS叩remeCOurt
a ▼. 5← 手一 二 q今. 凸－ －－一マニ毎与←ゴ～F－．▲､画一1－早 ゴマ自一．呑甲一毛－ 寺 －－－争争寺 垈 守b rニ L － －二 F司一ず－aごり ﾏ ÷ ■亟 ｮ ｰ ﾆ寺L令ワー今ママ わ ｡△画心 ●今一－ ℃ ◆一』 h q←やヰーーーー一子qへ＝" 凸r マ

ム e-FiW"igauthorlzedfcrcerta""getvpeginEerta"逗･untl“”｡…rt霞

幻；鰹皇撫謡葱競臆競;墓；
0

ー

~L一一一一画一一一一一

出所: ｢NYSCEF_User_Manual.pdf｣ (NYSCEFマニュアル）

18名前，住所, E-mailアドレスを登録すると, E-mailでユーザ名およびパスワードが返送されてくるため，パ
スワードを任意のものに変えてログインする。
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(2)手数料の納付

ウェブシステム自体の使用は無料であるが，訴訟に伴う手数料が必要である。

ウェブシステム「NYSCEF」を利用する際， クレジットカード (Vi sa,Mas

ter, Amer i can Expres s)を保持している必要がある。なお，裁判所

での支払も許容しているが， その場合， その支払いが終わるまで訴状は受付けられない。

なお，金額はウェブシステム「NYSCEF」 の画面上で確認することができる。

なお，手数料を支払う必要のないことを示す証明書がある場合は，以下のように支払い

不要を選択するチェックボックスが用意されている。

図表No4 ｢NYSCEFj手数料選択画面

<~､ NoFee:Ihaveuploadeda耐測ofeeauthorization" Ietter(Ietterisrequired)
｢NYSCEF_User_Manual.pdf｣ (NYSCEFマニュアル）出所
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訴状の審査。口頭弁論期日の指定

e事件管理は，民事訴訟手続において， 事件管理（経過・期日の管理) ，提出書面・証拠

の一覧内容管理，判決・決定内容の管理等の事件に関わる情報の管理を電子的に行うことを

いう。 ここでは， 民事訴訟に関わる事件管理に関連する事項について， ニューヨーク州の電

子化事例ではどのような取扱としているかを確認する。

2

(1)訴状の内容確認

ニューヨーク州裁判所では， ウェブシステム「NYSCEF」を利用し，裁判所側に

て書記官が提出された訴状を確認する。

なお， 国民は訴状が受け付けられたことを， メールにて知ることができる。

図表No5 ｢NYSCEF」訴状受付完了画面
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この段階では，受付のみであるが， 後続として，確認完了メールや請求完了メールが

国民側に届く流れとなっている。
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(2)訴状の補正指示

裁判所書記官は， ウェブシステム「NYSCEF」を通じて訴状を確認することが可能

である。その際，内容や手数料に不備・誤りがある場合は，返却する旨の連絡が国民側へ

通達される。なお，訴訟当事者は電子メールを通じて指示を受け取ることが可能である。

(3)第一回口頭弁論期日の指定

アメリカにおける民事裁判（審理前手続）は，以下の流れで進んでいく。①原告からの

訴状提出，②送達③被告による応答，④審理前会議（裁判官と被告側を含めた三者での

会議（スケジュールや和解進捗の確認も含む)，⑤ディスカバリー（非公式の事情聴取，

公式の事情聴取，宣誓供述，書面による審問，証拠提出請求を通じ，証人や証拠となる記

録集めを行っていく。）⑥実際の裁判であるトライアル（冒頭陳述，原告立証・ ・ ・ ）。当

事者は， ウェブシステム「NYSCEF」を通して，一回目の期日を設定することはでき

ないが，決定後の日付延期等については， ウェブシステム「NYSCEF」を通して裁判

所へ提出し，裁判官の承諾を得ることで変更することができる。

(4)被告への訴状及び期日ﾛ平出し状の送達

ニューヨーク州では,OPersona l de l ivery (手渡し) ,@Subs

tituted de l ivery (代理人への配達) ,OConsp i cuous d

e l iVery (明確な配達）の3つの方法が採られている。

最も優先される方法が①である。訴訟当事者が被告に対し，直接手渡しすることはでき

ないため， 当事者以外からの送達が必要になる。イエローページやインターネットに掲載

されている配達人や18歳以上の友人から渡す。ただし， 日曜日や宗教的儀式の日には渡

せなかったり，住宅裁判所の多くの事案では，午前6時から夜10時までの間の送達とさ

れていたり， 日時に制限がある。

なお，①で送達人が被告を見つけられない場合は，②か③の方法を採択する。

②は,代理人への配達であり， 2回以上試みても被告または代理人を見つけられない場合

は③を採択する。③は， 1日に最低2回異なる時間に見つけ出しを試みる。被告のスケジ

ュールが分からない場合は，午前6時から夜10時までの間の送達に制限される。

第1回口頭弁論期日

e法廷は，民事訴訟手続における口頭弁論等の法廷においてITを活用することをいう。

ここでは，民事訴訟に関わる法廷に関連する事項について， ニューヨーク州の電子化事例で

はどのような取扱としているかを確認する。

3

(1)原告及び被告の出頭

ニューヨーク州では，

する場合があるものの，

当事者が離れた場所や刑務所にいる場合に，電話やビデオで出頭

常用はされておらず，基本的には出頭が必須となる。なお，電話

13



やビデオでの出頭の場合は，事前に裁判官の承諾が必要である。

一方で， カリフォルニア州においては，裁判の電話利用が幅広く認められている。電話

出廷の場合，電話出廷の2日前までに相手方にあらかじめ連絡をし，別途料金を支払う19

ことで，電話出廷を行える。

(2)訴状,答弁書に基づく主張

訴状や答弁書自体は， ウェブシステム「NYSCEF」で確認することが可能である。

ただし， ニューヨーク州では， 当事者が離れた場所や刑務所にいる場合に，電話やビデオ

で出頭する場合があるものの，常用はされておらず，基本的には出頭が必須となる。な

お，電話やビデオでの出頭の場合は，事前に裁判官の承諾が必要である。

一方で， カリフォルニア州においては，裁判の電話利用が幅広く認められている。電話

出廷の場合，電話出廷の2日前までに相手方にあらかじめ連絡をし，別途料金を支払う20

ことで，電話出廷を行える。

なお， ミシガン州，ユタ州等においては，裁判外手続にオンライン会議が用いられてい

る例もあり，平均審問件数は1か月あたり400件近くから300件未満（27％減）へ

の減少，審理前に解決する事件数が22％増加という事例も存在する。 21

(3)証拠書類の取り調べ

アメリカでは，ディスカバリー制度22により，時間をかけて実施される。ディスカバリ

ーによって，原告または被告が，証拠として相手方に求められる証拠資料の範囲はきわめ

て広範であり， 当事者の請求や抗弁に関連するものであれば，すべて対象となる。特に証

拠がいずれか一方の当事者に偏って存在する場合にきわめて有効な証拠収集手段となり，

議事録，電子メール，取引先とのやりとりも対象となる。

ただし， ウェブシステム「NYSCEF」は裁判に関わる資料をアップロードすること

はできるものの, PDF形式に限定されていることから，マルチメディアはアップロード

できない。 23従来通りの方法で提出する必要がある。 このような背景から，裁判所毎の規

貝|｣にもよるが， ニューヨーク州においては，デイスカバリーに係る資料のやりとりはウェ

ブシステム「NYSCEF」では行わない。公開範囲も当事者間のみとなる。

'9同時刻に複数の法廷が開かれることがある。その際，全てを裁判所で行うことは難しいため，外注のコールセ
ンターを利用している。

http://niben.jp/niben/pd"books/2015_NOO5_25_35_.pdf
20同時刻に複数の法廷が開かれることがある。その際，全てを裁判所で行うことは難しいため，外注のコールセ
ンターを利用している。

http://niben.jp/niben/pdDbooks/2015_NOO5_25_35_.pdf
210DRForum2018資料

22訴訟が開始した直後に，裁判所の関与なく，訴訟の関連証拠について双方で開示しあう制度。
これにより， 当事者双方が紛争の具体的内容とこれに関する証拠を把握することができる。
ディスカバリーの手続と前後して，裁判所で，裁判官と当事者双方が手続の進行予定，争点整理， トライア
ルの準備等について協議することも多い。司法制度改革審議委員会 「諸外国の司法制度概要」

http://www.kantei.go.jp6p/sihouseido/pdfS/dai5gijiroku-l.pdf
23https://iappscontent.courts・state・ny.us/NYSCEF/live/faq.htm
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4争点及び証拠の整理手続

電子的に準備されてきた資料をもとに，民事裁判の期日を迎えるにあたり，準備段階におい

て， ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としているかを確認する。

(1)争点及び証拠の整理手続

裁判官からの命令や決定を含むすべての文書はウェブシステム「NYSCEF」にアッ

プロードされ，電子的に記録される。当事者は，裁判所側にてアップロードされた書類を

確認することが可能である。なお，整理手続を効果的に実施するために， ウェブに提出書

類のフォーマットを公開したり， アップロードする資料については，文字列が検索できる

ようPDF形式に限定したりと，工夫をしている。

5証拠調べ（人証）

電子化を進めるにあたり，訴訟当事者や証人が法廷で尋問（主尋問・反対尋問）を受ける口

頭弁論期日において， ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としているかを確認す

る。

(1)人証方法

デイスカバリーにおける，証言録取（デポジション）が該当する。 これは法廷外におい

て，関係者から直接に証言を求め，正式記録を作成するための質疑応答である。 記録自

体は法廷（トライアルの場）で使用されるものの，証言録取は法廷外で問題ないとされて

いるため，証人の住所が遠隔地である場合等以外は，証言録取を求めた側の弁護士事務所

の会議室になるのが普通である。

デポジションを求めた側の代理人弁護士がまず尋問をし，続いて相手側代理人が反対尋

問をする形で行われる。尋問に際して， トライアルでの証人に対するものであったならば

不適切とされるような質問（伝聞証言を求める質問や，事実証人に対して意見を求める質

問等）に対しては，相手方代理人から異議が挟まれる。異議は，デポジションの記録が後

にトライアルで使われる際に， その部分を証拠法則に従って排除することを求める権利を

留保する意味を持つ（異議があった部分について裁判官がトライアルの場で採否を決定す

る)。 このように，実施方法は弁護士に委ねられているため，遠方の場合は，現地でなく，

電話やウェブ会議での開催をすることが可能である。ただし，記録とする必要があるため，

ビデオ録画されることが一般的である。
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期日調書

口頭弁論等において，訴訟手続などの内容や経過を公証するために，裁判所その他の機関

が作成する期日調書において，ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としている

かを確認する。

6

(1)調書の記録

裁半|｣官からの命令や決定を含むすべての文書はウェブシステム「NYSCEF」にアッ

プロードされ，電子的に記録される。

判決

判決において， ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としているかを確認す

る。ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としているかを確認する。

7

(1)判決書の作成

裁判官は，テキスト文書（例えば,Mi crosof t Exce l ,Mi croso

f t Word等） もしくは手書き書いた命令や決定を書いたのち， ウェブシステム「N

YSCEF」にPDF形式でアップロードする。

(2)判決の言い渡し

ニューヨーク州では， 当事者が離れた場所や刑務所にいる場合に，電話やビデオで出頭

する場合があるものの，常用はされておらず，基本的には出頭が必須となる。なお，電話

やビデオでの出頭の場合は，事前に裁判官の承諾が必要である。

(3)判決書正本の送達

通常，判決登録されたことの告知が， ウェブシステム「NYSCEF」にアップロード

される。電子申請に参加していない当事者についてはハードコピーで提供される。
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情報公開

情報公開において， ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としているかを確認

する。

8

(1)期日情報（スケジュール）の公開

事件追跡サイト 「eTRACK」にて確認することが可能である。

あらかじめ，事件追跡サイト 「eTRACK」のユーザIDを取得し，興味のある事件

を登録しておくことで， 開廷日の通知をメールにて受け取ることが可能である。 24

事件追跡サイト 「eTRACK」は誰でもアカウントを作成することができ， ニューヨ

ーク州の第一審の裁判や刑事裁判にて管理している係属中の事件を対象に，興味のある事

件として登録している場合，事件情報の更新があったときや開廷日が近づいてきたとき

に， その情報を裁判所から受け取れることが可能である。

図表No6 ｢NYSCEF」事件記録（事件詳細内容）
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(2)期日情報（実施内容）の公開

ウェブシステム「NYSCEF」で確認が可能である。事件検索を行うと以下のよう

に，事件毎にその事件で使用された資料が表示されるため，その資料からユーザは実施内

容を確認することができる。 （図表No7参照）

24https://iapps.courts.state.ny.us/webcivil/etrackFAQ
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図表No7-1 ｢NYSCEF」事件記録（事件詳細内容）
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図表No7-2 ｢NYSCEF」事件記録（書類内容）
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(3)判決の公開

ニューヨーク州において，法廷は一般に公開されているものの，事件種類によっては非

公開のものもある。録画をウェブサイトにアップ．ロードすることもない。

ただし， ウェブサイト 「TheNewYorkOf f i cia l Repor t s

Service」においては，要約された判決が公表されている。当サイトにはユーザ登

録はなく，誰でも確認することができる。 25

図表No8

Por t s Service I｢TheNewYorkOf f icial Re

書類検索画面

5earchbYPa耐Na、乱S)：

」’

’ 二
I

「|

F－

二コ

|SeardlFuHT唾t：

1 ヨ｢－一－

50代Bv

函函

ただし，秘匿情報に関わるものについては，マスキングをした状態で管理されている。

25http://www.nycourts.gov/reporter/Decisions.shtml
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(4)記録の閲覧・謄写

ほとんどの事件書類が公開されており， ウェブシステム「NYSCEF」から確認やダ

ウンロードすることが可能である。なお，参照のみであれば， アカウントを保持していな

くても， ウェブシステム「NYSCEF」検索して確認することができる。 （図表No9

参照）

図表No9-1 ｢NYSCEF」 ログイン画面（アカウント未保持）

月只SearchaSGueSt
Seal℃hfbrcasesasapublicuser. Youdonothavetolo9intosearch,

なお，ゲストとしてログインした場合， 自分の調べたい内容に応じて，検索方法を選択

することができる。

図表No9-2 ｢NYSCEF」事件検索画面（アカウント未保持）

U旦旦胆C星三色Search

CaseIdentifier I iI NewCasegNams

7Wsseard7 レW//show"ewcasese/ectro所由"y"edonが7ese/ecieddate.

Court

vl

Dato(m｢『"d/yyyy)

|g Search

また，ゲストとしてログインした場合でも，事件書類の参照やダウンロードについて。

費用は発生していない。
｛
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記録の管理

記録を管理するにあたり， ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としているか

を確認する。

9

(1)記録の管理

ニューヨーク州では， ウェブシステム「NYSCEF」を通した書類の電子提出を任意

とするケースと必須とするケースが存在する。そのため，ニューヨーク州では，依然とし

て書面での提出も認めている。なお，書面で提出された場合は，裁判所職員によりシステ

ムへ取り込む仕組みとしている。また，電子提出を行うものの，ハードコピーを提出する

必要のあるケースも存在する。実際に, PDF形式で登録した内容， そのままの形で確認

できる。 （図表NolO参照）

図表NolO ｢NYSCEF」に登録されている書類サンプル

エNDEXNO、 35069／20ユ8E

RECEｴVEDNYSCEF： 02／05／20ﾕ8
F丁T,両Dg BRONXCO TYCLERKO2 05 20ユ8 0ユ：22
NYSCEFDOC・ No． Z

SUPREMECOURTOFTHESTATEOFNEWYORK

COUNTYOFBRONX
MORTGAGEFORECLOSURE

COMPLAINTNationstarMortgageLLCd/b/aMr.Cooperb

Plaintiff; IndexNo，

DateFiled－agamSt-

PeggyMcKimeya/k/aPeggyJ.McKinney;CityofNew
YorkEnvironmentalControlBoard;CiWofNewYork

ParkingViolationsBureaU;CityOfNeWYOrkTranSit
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10証明手続

証明手続において， ニューョーク州の電子化事例ではどのような取扱としているかを確認

する。

(1)証明手続

ニューヨーク州では， ウェブシステム「NYSCEF」を通して電子提出した資料につ

いては，提出したユーザへ書類毎に証明書が届く。書類一覧画面に， その書類が裁判所側

で受け付けられたか否かとともに，常に表示されている。 （図表Noll参照）

図表Nol l-1 ｢NYSCEF」書類毎のステータス確認
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なお，実|際の証明書は以下のとおり。

に登録されている書類受付証明書サンプル図表Noll-2 ｢NYSCEF」

翰繍:擬離壼鴨:豆::翌？……
electronicallyfileddocumentsforthefOllowingcase_
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DocumentsReceivedon o2/05ﾉ201801:22PM

Doc# DocumentType Motion#
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1 1 当事者からの照会対応

当事者からの照会において，ニューヨーク州の電子化事例ではどのような取扱としている

かを確認する。

(1)当事者からの照会対応

ウェブシステム「NYSCEF」上において情報照会が可能である。

12他の行政機関のシステムとの連携

ニューョーク州の電子化事例では，他の行政機関のシステムと， どの」ごうに連携している

かを確認する。

(1)他の行政機関のシステムとの連携

弁護士オンラインサービス(AOS) と連携している。

ウェブシステム「NYSCEF」に弁護士がログインする場合, AOSアカウントを保

持している弁護士であれば， 自分のAt torney登録番号を使ってウェブシステム

「NYSCEF」にログインすることができる。

13デジタル弱者への対応

デジタル弱者への対応として， ニューヨーク州の電子化事例ではどのような工夫をしてい

るかを確認する。

(1)デジタル弱者への対応

裁判所規則として，書類で出願された訴状について， 出願内容に問題がある場合を除

き，電子化された後も紙媒体での訴状を拒絶してはならないと規則に定めている26。 これ

は電子化を進むにあたり，裁判所事務作業が軽減された際，裁判所書記官が自らの判断で

書類を却下してしまうことを懸念して制定されている。

(2)利用者への対応

PC等の端末システムに馴染みがないユーザ向けとして， ウェブシステム「NYSCE

F」には，本申請前に電子申請のトレーニングを行えるサイトが用意されている。

このトレーニングサイトを使用することで，本申請前に動きを確認することが可能であ

る。また，政府機関内において， ウェブシステム「NYSCEF」ではサポートセンター

を開設しているため，利用方法が不明な場合は問合せを行うことが可能である。

営業時間は平日8時～17時，営業時間外でも，技術的な面での緊急問合せが発生した

場合のみ，電話でのサポートがある。

26http://ww2・nycourts.gov/sites/default/files/document/files/2018-06/18_E-File_Report.pdf
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14全国展開の段取り27

ウェブシステムの全国展開にあたり， どのような変遷があったのかを確認する。

(1)全国展開の段取り

アメリカでは州毎に異なるシステムを導入し，かつ州の中でも郡毎にルールが変わる背

景がある。 ウェブシステム「NYSCEF」は， ニューヨーク州において前身のウェブシ

ステム「FBEM｣ 28を更改して作成された。郡裁判所によっては, 2008年（平成2

0年）から徐々に使用しており， 2012年（平成24年）頃より，電子提出を必須とす

るケースが発生し始めた。裁判所毎であるが，徐々に電子提出を導入していることが特徴

的である。

15ユーザ属性（本人もしくは代理人）

IT化を実現するにあたり， システムのユーザに属性があるか確認する。

(1)ユーザ属性（本人もしくは代理人）

申請時において，①弁護士，②当事者(本人訴訟)でログイン画面が分かれている。

また，本申請用とトレーニング用で画面が別々に存在しており，使用するユーザI Dは

異なるものが用意されている。

以上

ks_page.shtml27http://www.nycourts・gov/courts/1jd/supctmanh/NN_links_page.shtml■■■■■

28httP://wwwnycourtsgov/courts/1jd/supctmanh/NewsLetter/NYSC-EFileNewsVOlNol.pdf
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